平成22年度 　　　　　  建築士法第22条の2による法定講習
一級/二級/木造建築士定期講習
登録講習機関　財団法人 建築技術教育普及センター
講習実施団体　社団法人 長野県建築士事務所協会
平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級/二級/木造建築士定期講習を受けることが義務付けられています。現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいことになりますが、経過措置の適用期限(平成24年3月31日)が迫ってくると、受講を希望される方が過度に集中し、希望される講習会場での受講が困難になることが予想されます。該当される方はなるべく下記の日程の講習を受講されますようお勧めいたします。
■講習日及び会場
	講習日
	講習会場
	受 付

	平成22年7月23日
	長野県松本文化会館　中ホール
松本市水汲69-2
	平成22年
6月上旬予定

	平成22年8月  5日
	諏訪市文化センター　第一集会室
諏訪市湖岸通り5-12-18
	

	平成22年8月25日
	ホクト文化ホール　小ホール
長野市若里1-1-3　(長野県県民文化会館)
	

	平成22年9月  2日
	上田市民会館　大会議室
上田市二の丸1番2号
	

	平成23年1月27日
	ホクト文化ホール　小ホール
長野市若里1-1-3　(長野県県民文化会館)
	平成22年
12月上旬予定

	平成23年2月24日
	長野県松本文化会館　中ホール
松本市水汲69-2
	


■受講申込関係書類の配布                                   　(1)期間　 随時(ただし、土曜日、日曜日は除く。)
(2)場所　（社）長野県建築士事務所協会　　本会及び支部事務局
■受講申込書の受付
(1)期間　受付予定日が近づきましたら、ホームページ等でご確認下さい。
(2)場所　（社）長野県建築士事務所協会　本会事務局（支部事務局では受付できません。）
　　　　　　※所定の封筒を用いて簡易書留による郵送受付も行います。
■受講手数料　　１５，７５０円（消費税額750円、テキスト代を含む）
■講習の構成
１．講習は、テキストを使用した1日の講義（5時間）と修了考査（1時間）の構成により実施します。
２．講義の一部でも欠席した場合は、修了考査を受けることができません。
■問い合せ先
　　　 　　社団法人 長野県建築士事務所協会　　 　　　TEL０２６(２２５)９２７７
	詳細は当協会ホームページでご確認ください。(http://www.nsjk.com/)


　　　　　　　　　　　〒380-0936  長野市岡田町124-1 長水建設会館 2階
資料２








